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【秋田市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】
https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/sumai/1007486/1028668.html

第２期秋田市住生活基本計画 （令和３年３月）

3

秋田市 １/7

・施策の実行性を担保するため、計画内の具体的な取組をイメージ図等を用い分かりやすく整理＊

【P4～6】

・施策体系として具体的な取組を一覧化。取組予定（検討開始・実施開始）を明記 【P7】

計画のポイント

■施策体系 （抜粋）

基本施策 具体施策 取組
検討開始 実施開始

前半 後半 前半 後半

①-2まちなか

への居住誘
導と良好な
住環境の形
成

居住誘導区
域への居住
誘導

居住誘導を促進する

ための新たな補助事
業等の検討

○ ○

多世帯同居・近居推進
事業の推進

○

空き家定住推進事業
の推進

○

･･････ ○

民間賃貸住
宅等の誘導

サービス付き高齢者向
け住宅のまちなか誘
導

○ ○

･･････ ･･････
○

■具体的な取組の掲載例



・策定委員会
－委員は外部有識者
－他分野にまたがる施策は、住宅部局
が施策案を検討し、関係部局に照会

⇒市民対応（事業紹介、他部局への
引継ぎ）の面で連携が強化＊

・予算措置や国の交付金活用のた
めの根拠資料として活用

・庁内検討や民間との連携のため
の企画説明資料として活用

（１）計画の位置づけ
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秋田市 2/7

秋田市住生活基本計画

・市総合計画に即した分野別計画として、住宅施策の方
向性を示す計画（本計画を基礎に、マンションや空き家など
も別計画として策定検討中）

・全国計画（R3）改定の動向を踏まえる

・計画期間10年、概ね５年を目安に見直し

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制

■計画の位置づけ

■子育て世帯等への移住・定住支援の連携例

・若者移住促進事業の推進

・東京圏移住支援事業の推進

・子育て世帯移住促進事業の推進

・結婚新生活支援事業の推進

・多世帯同居・近居推進事業の推進

・空き家定住推進事業の推進

・住宅金融支援機構の【フラット３５】との連携
→住宅整備課

→人口減少・移住
定住対策課

→子ども総務課

【秋田市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成

5

秋田市 ３/7

・改定前の計画の目標であ
るエイジフレンドリーシ
ティの推進＊ 、市総合都市
計画に掲げる多角集約型
コンパクトシティの形成を
図るべく、５つの目標を位
置づけ

・特に目標1～3を重視＊

－目標１
安全・安心に暮らせる
住まい・まちづくり

－目標２
誰もが快適に住み続け
られる住まい・まちづ
くり

－目標３
地域のなかで住み続け
られる住まい・まちづ
くり

・施策の実行性を担保する
ため、計画内に、なるべく
具体的な取組を記載＊

基本目標・施策 ■基本目標・基本施策・具体施策（例）

秋田市住生活基本計画

【秋田市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（３）特徴的な施策 ➀
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秋田市 4/7

秋田市住生活基本計画

・がけ地や洪水浸水想定区域等、災害リスクのあるエリアから安全な立地への居住誘導

・災害ハザードマップ等による危険箇所の周知

・危険な空き家の指導等、空き家所有者等を対象とした無料相談会の実施

安全・安心に暮らせる住まい・まちづくり（基本目標１）

【秋田市住生活基本計画より引用】



（３）特徴的な施策 ②
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秋田市 5/7

秋田市住生活基本計画

・若者や子育て世帯、高齢者等が暮らしやすい住環境（＝エイジフレンドリーシティ）の整備促進

・高齢者や障がい害者等の自宅のリフォームの普及啓発、工事費の補助、高齢者向け住宅のまちなか誘導

・若者移住の促進、多世帯同居のためのリフォーム工事、近居のための住宅購入支援

誰もが快適に住み続けられる住まい・まちづくり（基本目標２）

【秋田市住生活基本計画より引用】



（３）特徴的な施策 ③
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秋田市 6/7

秋田市住生活基本計画

【秋田市住生活基本計画より引用】

・まちなかへの居住誘導、都市のスポンジ化対策

・ランドバンクなどの空き家・空地の一体的な活用・売却等による総合的な整備の推進

地域のなかで住み続けられる住まい・まちづくり（基本目標３）

（１）多核集約型コンパクトシティ形成の実現に向けた持続可能な住まい・まちづくり

①都市機能の誘導灯による魅力的なまちなかの形成

◆市街地の魅力向上に向けたイベント・都市機能等の誘導促進

②まちなかへの居住誘導と良好な住環境の形成

◆居住誘導区域への居住誘導

◆民間賃貸住宅等の誘導

◆既存住宅活用による居住の誘導

（３）都市のスポンジ化対策を推進する住まい・まちづくり

①低未利用地・空き家の有効活用

◆適切な空き家情報の提供

◆空き家等の利活用促進



（４）計画の工夫

9

秋田市 7/7

・施策体系として具体的な取組を一覧化

・具体的な取組ごとに、検討・実施時期（計画期間10年の前期/後期）を明記し、実行性を担保＊

施策一覧

秋田市住生活基本計画

【秋田市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

■施策一覧（一部抜粋）



【仙台市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】
http://www.city.sendai.jp/jutakutaisaku/kurashi/machi/sumai/sumai/kihonkekaku.html

仙台市住生活基本計画 （令和３年３月）
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仙台市 1/7

・基本理念が示すように、「多様性」と「住みつなぐ」が住宅政策のテーマ

・住宅ストック・居住者・住環境の３つの視点を相互に関連づけた施策の展開【例）子育て：P4～７参照】

計画のポイント

例）子育て世帯の住み替えに対する３つの視点

住宅ストックの視点：既存住宅流通促進
→基本目標1、施策の方向性(3) 【P4】

居住者の視点：若年・子育て世帯の居住ニーズへの対応
→基本目標２、施策の方向性(5）【P5】

住環境の視点：地域コミュニティの維持
→基本目標3、施策の方向性(8) 【P6】

多 様 性
多世代、多様な

ライフスタイル

への対応

住みつなぐ
良質な住宅

良好な住環境の

次世代への継承



・検討委員会

－外部有識者にて構成
（市関係各課は含まず）
－他分野にまたがる施策は、住宅部局
が他部局に照会

⇒計画の検討、策定を通じ、他分野
に跨る事業も計画に位置付ける
ことで、組織横断的な事業につ
なげることができることはメリッ
ト＊

・予算措置の根拠資料として活用

－財政部局と計画内容について調整す
ることもある

・他部局との連携を図るために活用

－例えば、他課作成の空家等対策計画
には、本計画の内容を反映

（１）計画の位置づけ
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仙台市 2/7

仙台市住生活基本計画

・市基本計画に即した住宅分野の最上位計画

・本計画の一部に高齢者安定居住確保計画を包含
（令和４年度策定のマンション管理適正化推進計画も時期改定
では包含する予定）

・土地利用、交通、福祉、防災など諸分野と連携

・全国計画（R3）改定の動向を踏まえる＊

・計画期間10年、概ね５年を目安に振り返り、必要に応
じて見直し

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制

■計画の位置づけ

【仙台市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成
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仙台市 ３/7

・特に重視する目標・施策＊

（３つの基本目標で掲げた視点か
ら、重層的に施策を位置づけ）

－【住宅ストックの視点】
住宅性能の向上や適正な維
持管理等による良質な住宅
ストック形成

－【居住者の視点】
ライフサイクル、ライフス
テージに応じた住まいの選
択肢の確保

－【住環境の視点】
多様な地域特性に応じた良
好な居住環境の形成

・新規施策「若年・子育て世帯
住み替え支援事業」を令和
４年度より実施

・基本目標２の 施策の方向
性(6)では、高齢者居住安
定確保計画で定めるべき事
項を記載

施策体系と重視する目標・施策 ■基本理念・基本目標・推進施策

仙台市住生活基本計画

【仙台市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

高齢者居住安定
確保計画として
位置づけ



・既存住宅の流通による、ライフスタイルやライフステージに合わせた住まいの選択ができる環境
づくり（若年・子育て世帯を中心とした居住ニーズに応えた、郊外居住区域の戸建住宅の循環等）

・管理計画認定制度の活用によるマンションの適切管理の促進、資産価値の向上と評価の適正化

【住宅ストックの視点】 既存住宅の流通促進 （基本目標1、施策の方向性(3)）

（３）特徴的な施策 ①
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仙台市 4/7

【仙台市住生活基本計画より引用。】



（３）特徴的な施策 ②
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仙台市 5/7

・若年世帯や子育て世帯の住環境に対する様々なニーズに応えた支援の検討

・働きながら安心して子どもを産み育てやすい環境づくりに向けた、地域の子育て機能の充実

【居住者の視点】 若年・子育て世帯の居住ニーズへの対応 （基本目標２、施策の方向性(5））

【仙台市住生活基本計画より引用】



（３）特徴的な施策 ➂
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仙台市 6/7

仙台市住生活基本計画

・子育て世帯を中心とした若年世帯の住み替えによる地域の多世代居住の促進

・住民を中心とした地域に係わる様々な主体の連携や、地域課題の解決・暮らしの向上に向けた
活動に対する支援

【住環境の視点】 地域コミュニティの維持 （基本目標3、施策の方向性(8)）

【仙台市住生活基本計画より引用】



計画の工夫（他の政策分野との連携） ＊

（４）計画の工夫
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仙台市 7/7

仙台市住生活基本計画

【仙台市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】
【令和4年度 若年・子育て世帯住み替え支援事業】 https://www.city.sendai.jp/jutakutaisaku/kosodate/shien.html

・福祉、防災、環境、まちづくり等の関連計画等と連携した施策の位置づけ

－小地域福祉ネットワーク活動の推進 （地域保健福祉計画）
－災害時要援護者への支援等 （地域防災計画）
－仙台市熱エネルギー有効活用支援補助金等（杜の都環境プラン）
－まちづくり支援専門家派遣事業等（協働によるまちづくりの推進のための基本方針）

・新規施策「若年・子育て世帯住み替え支援事業」を令和４年度より実施

■若年・子育て世帯住み替え支援事業の助成内容 ■助成対象の要件（抜粋）

内容

世帯の
要件

以下のいずれかの世帯であること
・若年世帯：夫・妻ともに39歳以下※である世帯
・子育て世帯：小学生以下の子供（出産予定の子※を含む）がいる世帯
※申請年度の４月１日時点

子育て世帯等が、住宅取得した際に要した経費を負担していること
（住宅と宅地の両方を子育て世帯等が費用負担している必要がある。な
お、親が一部負担している場合も対象となる。）

住宅の
要件

子育て世帯等が自ら居住する一戸建て住宅であること

中古住宅については、次に掲げる要件のいずれかに適合するもの
1. 建築確認日が昭和56年6月1日以降の住宅であること
2. １に該当しない場合は、耐震改修工事を実施している又は耐震診断
を受けて耐震性能があることが確認されている住宅であること

宅地の
要件

市街化区域であること

災害危険区域、地すべり防止区域、土砂災害特別警戒区域ではないこと



横浜市住生活マスタープラン （令和４年10月）

17

横浜市 １/６

・郊外住宅の再生にフォーカス【P４参照】 将来像の実現イメージを作成（市民PR）【P３参照】計画のポイント

【横浜市住生活マスタープランより引用】
https://www.city.yokohama.lg.jp/city-info/koho-kocho/press/kenchiku/2022/1031houseplan.html



【検討期間】
・３年間 （R２～４年度）

1年目：基礎調査
2年目：計画検討（住宅政策審議会）

答申を提示
３年目：計画策定

【検討体制】
・住宅政策審議会

－委員は外部有識者
－市関係部局の課長が「幹事」として
審議会に参加 （市条例で規定）

－各審議会に先立ち、幹事会を開催し、
審議内容を議論・調整

⇒審議会及び幹事会の議論を通し
て、市関係部局との連携が深化＊

・新たな施策の方向性を位置づけ
ることで、予算措置に活用

・施策の方向性を、連携する市関係
部局、民間と共有

（１）計画の位置づけ
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横浜市 2/６

横浜市住生活マスタープラン

・市中期計画に即した分野別計画として、住宅施策の方
向性を示す計画 （本計画を基礎に、マンション、空家、高齢
者、賃貸住宅などは、別計画として深度化）

・全国計画（R3）を踏まえる （全国計画の1年半後に策定）

・計画期間10年、概ね５年を目安に見直し

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討期間・体制

■計画の位置づけ

【横浜市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成
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横浜市 ３/６

横浜市住生活マスタープラン

・将来像の実現イメージを作成 （※市民PR）

・特に重視する目標＊

－目標１ 新たなライフスタイルに対応し、多様な
まちの魅力を生かした豊かな住宅地の形成

－目標５ 脱炭素社会の実現に向けた良質な住
宅ストックの形成

・横断的に取り組むべきことを「基本姿勢」と
して位置づけ （※ストック活用・多分野連携・地
域経済活性化・DX推進）

将来像・目標・基本姿勢

■将来像のイメージ

■将来像・目標・基本姿勢

【横浜市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



・特に郊外住宅地の再生にフォーカスした施策を
位置づけ＊

－用途地域の見直しと連動した、郊外住宅地に
おける「住む」以外の多様な機能誘導

－住宅地と農地が共生し、農を通じた新たな仕
組みづくりの検討

・これらの施策は、先行する都市計画マスタープ
ラン、水と緑の基本計画と整合を図っている＊

（３）特徴的な施策 ➀
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横浜市 ４/６

横浜市住生活マスタープラン

多世代が住み、働き、楽しみ、交流できる郊外住宅地の形成

【横浜市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（３）特徴的な施策 ➁
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横浜市 ５/６

横浜市住生活マスタープラン

・カーボンニュートラル実現に向け、あらゆる
住宅の断熱化・省エネ化を促進を位置づけ

⇒断熱等級６・７の普及促進に向けた事業を担保＊

脱炭素社会の実現に向けた良質な住宅ストックの形成

・地域包括ケアシステムの構築、住宅セーフ
ティネットなど、住宅と福祉施策の連携強化

多様な世帯が地域で交流する豊かな住環境・
コミュニティの形成
公民連携による住まいの確保の推進

【横浜市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（４）計画の工夫
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横浜市 ６/６

横浜市住生活マスタープラン

・７つの目標ごとに、具体施策一覧を掲載

－計画期間10年の前期/後期における施
策の実施を明記

具体施策一覧

・「地域」・「企業」・「大学・専門家・NPO・中間
支援組織」・「行政・公的機関」の連携を位置
づけ

多様な主体による連携

■具体施策一覧（目標１）

・市関係部局によるワーキング（ラウンドテー
ブル）を組織し、目標ごとに設定したテーマ
について、議論を実施

計画策定後の取組＊

【横浜市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



妙高市住生活マスタープラン（令和３年３月）
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妙高市１/6

●住宅部門が主体的に進める施策 ○： 関連部門と連携しつつ取り組む施策

【妙高市住生活マスタープランより引用】

・地域の特性に応じた施策展開【p4-5参照】 ・半数以上の施策が他部局と連携【P6参照】

計画のポイント



・庁内検討

－検討組織は設けておらず、住宅
部局において検討及び策定

－市他部局と連携しつつ取り組
む施策は、住宅部局から、他部
局に照会し、検討を行った

・予算措置のための根拠資料として
活用

・市他部局と連携しつつ取り組む施
策を計画に位置づけたことで、関
係が強化

（１）計画の位置づけ

24

妙高市2/6

妙高市住生活マスタープラン

・市総合計画に即した住宅分野の最上位計画。市立地適
正化計画等との整合を図っている

・全国計画（R3）改定の動向を踏まえる

・計画期間10年。県計画や市総合計画や立地適正化計
画等の改定のタイミングでの見直しを予定

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制＊■計画の位置づけ

【妙高市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成
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妙高市３/6

・都市部と克雪地域において、重
視する目標及び方針が異なる＊

－都市部

2-1. 居住誘導区域への住宅等の
立地誘導 など

－克雪地域

１-１．雪と共生した克雪住まいづ
くり

１-２．防災に配慮したまちづくり
など

基本理念・基本目標・基本方針 ■基本理念・基本目標・基本方針

妙高市住生活マスタープラン

【妙高市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（３）特徴的な施策 ➀
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妙高市４/6

・宅地造成に対する補助や、居住誘導区域における定住に加算金等を実施＊

都市部における施策

妙高市住生活マスタープラン

基本方針 施策 内容

基本方針１－１
雪と共生した克雪住ま
いづくり

○市街地における空き地 などの有効活用
・民間とも連携しながら、活用を促進するとともに、道路除雪
の堆雪場や防災空地として活用するなど、安全・安心な居
住空間に配慮

基本方針２－１
居住誘導区域への住
宅等の立地誘導

○市街地への居住人口の誘導 ・居住誘導区域内における優良な宅地造成に対する支援

○用途地域や居住誘導区域等の見直し
・人口減少が進む中でも一定の人口密度を保ち、市民の日
常生活に必要な都市機能を維持

○市街地への都市機能の誘導 ・福祉、子育て、商業などの都市機能を誘導

○低未利用地の有効活用

・複数の土地の利用権等の交換・集約、区画再編等を通じた
敷地統合等の促進
・土地所有者と利用希望者とのマッチング・コーディネートな
どに関して支援

基本方針３－３
居住ニーズに応じた適
時・適切な住替え支援

●親世帯と子育て世帯の同居・近居の促進
・多世帯の同居及び近居のための住宅リフォームや取得に
対する支援策を検討

■都市部における主な施策（一部抜粋）

● ：住宅部門が主体的に進める

○： 関連部門と連携しつつ取り組む

【妙高市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（３）特徴的な施策 ②
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妙高市5/6

・旧耐震基準の住宅・木造住宅の耐震化対策、住宅の克雪化改修に対する支援、空き家の循環利
用の促進に関する施策を位置づけ＊

克雪地域における施策

妙高市住生活マスタープラン

基本方針 施策 内容

基本方針１－１
雪と共生した克雪住ま
いづくり

●豪雪地での良好な居住
環境づくり

・屋根雪処理の負担や危険の少ない克雪住宅の普及支援、断熱性や気密性、採
光などの冬期の生活面に配慮した住宅の普及について、民間事業者と連携
・克雪施設の長寿命化と計画的な施設整備、持続可能な除雪体制の構築
・既存住宅の克雪化改修（屋根改修等）に対する支援等

基本方針１－２
防災に配慮した住まい
づくり

●住宅の耐震化

・木造住宅の耐震診断や耐震設計・ 工事など、住宅の耐震化 に向けた支援
・比較的安価で短期間に対応できる部分的な耐震化（ 防災ベッド や耐震シェル
ターの設置）に対する支援
・市民が自宅の耐震化を実施する際に必要な情報が得られるように、関係団体と
の連携のもとで、情報提供や相談体制を充実

○地域の災害対応力の向
上

・災害の発生するおそれのある場所では、開発許可制度等の運用により新規開発
の抑制を誘導
・各種ハザードマップの作成、周知のを徹底による住民の防災意識の向上
・各種防災システムを活用した防災情報等の情報発信や関係機関と連携した防災
講座等の実施をはじめとしたソフト対策

基本方針３－１
空き家等の適正管理・
抑制・活用

○空き家等の適正管
理 ・抑制

・管理不全な特定空き家に対し、法律や条例に基づく助言や指導を行い、問題の
早期解決に努める
・除雪や草木の除去などが適切に行われずに、地域の生活環境に支障をきたして
いる空き家等の所有者に対し、適切な維持管理を求めるとともに、地域が主体的
に空き家等による支障を取り除くために実施する協働作業などを支援
・特定空き家の増加を抑制するため、妙高市 空き家情報登録制度により利用可
能な空き家の所有者と利用希望者をつなぐための情報提供を実施

■克雪地域における施策（一部抜粋）

● ：住宅部門が主体的に進める

○： 関連部門と連携しつつ取り組む

【妙高市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（４）計画の工夫
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妙高市6/6

・全施策の半数程度は、市他部局と連携。特に、移住・定住促進、UIターン、テレワーク等は市関係
部局と連携した事業が充実＊

・市関係部局が所管する事業も含め、住宅取得やリフォーム、空き家活用に関わる支援事業を一元
的にホームページで紹介

妙高市住生活マスタープラン

事業等 概要 所管課

公営住宅 公営住宅（市営・県営）、特公賃、単独住宅の団地一覧と入居案内 建設課

妙高市安全・快適住まいづく
り支援事業

①ゼロカーボン推進工事
既存住宅の屋根、外壁等の断熱化、遮熱化工事など改修費補助（対象工事の1/5、限度額
15万円）
②耐震対策工事
住宅の耐震補強設計、耐震補強工事補助（工事費の1/2以内、限度額100万円）

建設課

妙高市雪国妙高住まいの克
雪対策推進事業

(1)克雪化改修工事：雪下ろしを必要とする既存住宅の融雪、落雪、耐雪への克雪化改修
(2)雪下ろし安全対策工事：屋根への命綱固定アンカー等の設置工事

建設課

妙高市優良宅地造成支援事
業補助金

居住誘導区域内で分譲を目的とし、妙高市宅地開発等指導要綱で定める指導基準に適合
する3,000㎡以上の宅地造成であり、かつ市道認定基準に適合し、市道認定を受ける道路
の整備に要する経費(用地購入費、工事費)

建設課

妙高市住宅取得等支援事業
補助金

住宅と土地の取得及び増・改築等にかかる費用の一部を補助 地域共生課

妙高市移住支援事業助成金
東京圏から妙高市へ移住し、就業マッチングサイト「新潟企業ナビ」を通じて就業した方、ま
たは新潟県起業支援事業による起業支援金の交付決定を受けた方、東京23区で勤務し、
妙高市に移住後も引き続きテレワーク勤務をされる方に対し、移住支援金を交付

地域共生課

妙高市UIターン促進住宅支
援事業補助金

UIターンにより賃貸住宅等に入居するかたに対して、賃貸住宅等家賃及び契約時の初期
経費の一部について補助

地域共生課

妙高市特定空き家等除却費
補助金

特定空き家等の除却（解体）にかかる費用の一部を補助 地域共生課

空き家見学宿泊費補助 市登録空き家物件や近隣施設の見学等をする方へ宿泊費の補助 地域共生課

ふるさと妙高の家づくり事業
市産材の消費拡大を図るため、市産材を使用した住宅の建築に対して、市産材の購入費
の一部を補助

農林課

建設課の
ページ
で紹介

関連記事
で紹介

（リンク有）

市他部局との連携

出典：https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/337.html

【妙高市住生活マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



福井市住宅基本計画 （令和5年3月）
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福井市 １/9

・ふくいらしい住まい方として、多世帯での同居や近居の推進を重点施策に位置づけ 【P4参照】
・市民参加の促進と事業者との協力体制づくり、福祉政策や都市政策との連携強化の打ち出し
【P8参照】

計画のポイント

■施策１ 多世帯での同居や近居の推進 ■市民参加の促進と事業者との協力体制づくり

■福祉政策や都市政策、環境政策との連携強化

【福井市住宅基本計画より引用】



・住宅問題懇話会

－有識者を委員とする懇話会。福井県
も参加することで、県計画との整合
を確認

－市関係各課はオブザーバーとして
参加

－施策の素案は住宅部局が作成し、市
関係各課に照会

⇒市関係各課と課題や情報の共有
を行うことで、連携体制が強化＊

・予算措置や補助金を確保するため
の根拠資料として活用

・住宅政策の方向性を明確にし、他
部局との連携を図るための説明資
料として活用

（１）計画の位置づけ

30

福井市 2/9

・市総合計画を上位計画とする住宅分野の個別計画

－本計画を基礎に、公営住宅等長寿命化計画、空き家等対策
計画は別計画として策定

※高齢者居住安定確保計画は、老人保健福祉計画等と一本化。福祉
部局が策定

・全国計画（R3.3）、県計画（R4.3）を踏まえる

・計画期間10年、概ね５年を目安に見直し

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制

■計画の位置づけ

【福井市住宅基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

福井市住宅基本計画



（２）計画構成
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福井市 3/9

・３つの基本目標ごとに、重点施策を１つ設定。重点施策は、「多世帯での同居・近居の推進」、
「住宅セーフティネット構築」、「空き家の適正管理・利活用」

施策
体系

【福井市住宅基本計画より引用】

福井市住宅基本計画



・多世帯で同居するためのリフォーム費用支援の拡充

・多世帯同居・近居のための住み替え費用の支援 ・暮らしガイドブックの作成等の情報発信

（３）特徴的な施策 ➀
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福井市 4/9

多世帯での同居や近居の推進（施策１・重点施策）

【福井市住宅基本計画より引用】

福井市住宅基本計画



（３）特徴的な施策 ②
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福井市 5/9

・福祉部局や関係団体と連携した「住まい探しの相談会」、福祉部局が開催する「地域共生社会推
進実務者会議」への参画による居住支援体制の連携強化等、重層的なセーフティネットの構築

重層的で柔軟な住宅セーフティネットの構築（福祉政策との連携）（施策4・重点施策）

【福井市住宅基本計画より引用】

福井市住宅基本計画



・これからの住まいについて考えるきっかけとなる空き家情報冊子の発行

・子育て世帯やU・Iターン世帯の空き家購入費用や家賃の支援の拡充による空き家の利活用等

空き家の状況に応じた適正な管理・除却・利活用の一体的推進（施策7・重点施策）

（３）特徴的な施策 ③
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福井市 6/9

【福井市住宅基本計画より引用】

福井市住宅基本計画



・住宅のバリアフリー化や住み替え支援、リー
スバックやリバースモゲージの周知等

高齢者や障害者等の暮らしやすい住まいづくり
（福祉政策との連携）（施策6）

（３）特徴的な施策 ④
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福井市 7/9

・適正な居住誘導、省エネリフォームや木材活
用の推進等

持続可能な住まいづくり
（都市政策・環境政策との連携）（施策8）

【福井市住宅基本計画より引用】

福井市住宅基本計画



（４）計画の工夫①
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福井市 8/9

・市民や事業者等への継続的な情報発信を行い、住宅政策の認知度向上を図り、積極的な市民参
加や事業者との連携・協力体制づくりを推進

・関連部局と横断的に情報共有等を行い、庁内の連携・推進体制を強化

計画の工夫（各主体との連携・協力体制の位置づけ）

【福井市住宅基本計画より引用】

■市民参加の促進と事業者との協力体制づくり ■福祉政策や都市政策、環境政策との連携強化

福井市住宅基本計画



（４）計画の工夫②

37

福井市 9/9

事業概要 補助額 事業名

多
世
帯

多世帯で新たに同居するために、家をリフォームする
対象工事費の3分の1

（上限30万円または20万円）
多世帯同居リフォーム支援

多世帯で新たに近居するために、中古住宅を取得す
る

30万円または20万円 多世帯近居中古住宅取得支援

新
婚
・子
育
て
・移
住
者

居住誘導区域内で、昭和56年5月以前に建築された
住宅を建替え、新築住宅を取得する

30万円 建替住宅取得支援

空き家を購入する
（福井市空き家情報バンク登録物件対象）

60万円または30万円 空き家取得支援

空き家をリフォームする
（福井市空き家情報バンク登録物件対象）

対象工事費の5分の1

（上限30万円）
空き家リフォーム支援

空き家を借りて住む
（福井市空き家情報バンク登録物件対象）

月額家賃の3分の1

（上限25,000円/月、最大24か月）
空き家居住家賃支援

移
住
者

市の特定公共賃貸住宅に住む 25,000円/月（最大24か月） 若年夫婦・子育て世帯家賃支援

空
き
家
所
有
者

空き家活用のために、アドバイザーを市から派遣して
もらう

個人負担なし 空き家流通アドバイザー派遣

空き家を診断する
（福井市空き家情報バンク登録物件対象）

診断費用の3分の2

（上限35,000円）
空き家診断

出典：https://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/jutaku/kentikubutu/jutaku_seisaku31.html

・特に重点的に取り組んでいる多世帯同居・近居、空き家の予防・利活用に関する支援事業につい
て、一元的にホームページで紹介

令和5年度 ふくいの住まい支援事業

福井市住宅基本計画



京都市住宅マスタープラン （令和３年９月）

38

京都市 １/8

・「居住の促進」、「居住の安定確保」の２つの施策の方向性 【P3参照】

・若年・子育て世帯の定住促進に向けて、行財政改革計画（都市の成長戦略）と連携し、市関係部局
の横断による優先的な取組を推進 【P６～８参照】

計画のポイント

■基本的な方針・方向性・将来像 ■都市の成長戦略

【京都市住宅マスタープランより引用】
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000297101.htm

l



【検討期間】
・4年間 （H30～R3年度）

1年目 ：基礎調査
2～３年目：計画検討（住宅政策審議会）

答申を提示
４年目 ：計画策定

【検討体制】
・住宅審議会

－委員は外部有識者

－審議会に市関係部局は未参加。審議会の答申後に、

関係部局との施策の調整を図り、計画策定＊

（１）計画の位置づけ

39

京都市 2/８

京都市住生活マスタープラン

・市基本計画における住宅分野の分野別計画。 市基本計画策定の概ね１年後に改定
－計画期間10年。５年目に見直しを検討。その前年の市基本計画の改定次第で、大幅な見直しの可能性あり＊

－本計画を基礎に、マンション、空家、高齢者、賃貸住宅などは、別計画として深度化

・市の行財政改革計画、災害・人口減少などの危機に対応するレジリエンス戦略とも連携

・前計画の期間を延長（R1⇒R2年度）し、全国計画（R3.3）の内容を踏まえ改定＊

計画の位置づけ

検討期間・体制

■計画の位置づけ

・市関係部局や民間との連携、予算措置に活用＊

計画の活用

【京都市住宅マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成
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京都市 ３/８

京都市住生活マスタープラン

・全国計画の３つの視点と８つの目標
を、「居住の促進」と「居住の安定性」
の２つ方向性、５つの将来像に集約

基本的な方針・方向性・将来像（３章）

■計画構成 （一部割愛）

・「居住の促進」では、若年・子育て世帯の市外流出などの課題
に対し、持続可能な都市の構築に繋がる住宅政策の打ち出し＊

・全ての施策に共通する事項は、「横断的視点」として位置づけ

施策の方向性・横断的視点（4・5章）

【京都市住宅マスタープランより引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（３）特徴的な施策 ➀

41

京都市住生活マスタープラン

・若年・子育て世帯の定住促進に向けて、以下の2つの施策の方向性を掲げている
－「住むまち京都」のイメージ戦略（ブランディング） －京都に「くらす」×「働く」を発信

・イメージ戦略等は市総合企画局が対応し、区役所が地域魅力情報等を発信

・「くらす」に関わる様々な情報を、「働く」に関わる様々な機会を捉えて発信

将来像1 京都に暮らす魅力が広く認知され、多様なニーズに対応できるすまい探しの環境が整っている

■「住むまち京都」のイメージ戦略（ブランディング） ■京都に「くらす」×「働く」を発信

京都市 ４/８

【京都市住宅マスタープランより引用】



（３）特徴的な施策 ②

42

京都市住生活マスタープラン

・「京都で働く×くらす」「京都で子育て×くらす」を実現すべく、以下の施策などを掲げている

－民間事業者と連携した「働く」ことや「子育て」にもコミットした住宅の供給促進
－更なる既存住宅の利活用・流通促進により、若年世代が経済的にも手が届く住宅の供給 等

将来像２ 多様な居住ニーズに対応した住宅の供給が進んでいる。

■「京都で働く×くらす」「京都で子育て×くらす」を実現する住宅の供給

京都市 ５/８

【京都市住宅マスタープランより引用】



【「都市の成長戦略～進化する戦略～」より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】
https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000296669.html

（４）計画の工夫 ➀
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京都市 ６/８

京都市住生活マスタープラン

・行財政改革計画において、担税力の強化をはじめとした取組を、「都市の成長戦略」として記載。

・「都市の成長戦略」に、５つの都市デザインが位置づけられ、市関係部局の連携した取組が展開。

⇒本計画と都市の成長戦略は連携。 戦略に関連する施策を重点的に取り組むべく予算化＊

⇒５つの都市デザインの１つの「若い世代に選ばれる千年都市」が、若年・子育て世帯の定住促
進に関連。市関係部局による「定住促進WG」を組織し、取組を推進＊

行財政改革計画との連携

■令和4年度における「都市の成長戦略」に関する主な取組



（４）計画の工夫 ➁
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京都市 ７/８

京都市住生活マスタープラン

■令和4年度における「都市の成長戦略」 若い世代に選ばれる千年都市

【「都市の成長戦略～進化する戦略～」より引用】



【京都市住宅マスタープランより引用】
【京都市すまいの事業者選定支援制度】 https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000305483.html

（４）計画の工夫 ③

45

京都市 8/８

京都市住生活マスタープラン

■若者・子育て世帯の移住や定住を実現する施策（京都市すまいの事業者選定支援制度 等）

・移住や定住の希望者が、安心して既存住宅を選択できるよう、既存住宅のすまい探しやリフォー
ムなどに精通した事業者（安すまパートナー）の情報を検索・絞り込みができる選定支援システム
を構築

・住宅に関する相談や情報発信を行っている「京（みやこ）安心すまいセンター」が、ホームページ
の運用・更新、ワンストップの相談窓口を担当

若者・子育て世帯の移住や定住を実現する施策（京都市すまいの事業者選定支援制度 等）



高知市住生活基本計画 （令和４年４月）
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高知市 １/6

・全国に先行する人口減少・少子高齢化、所
得水準の低さ、南海トラフ地震などへの備
えなど、 地域課題を踏まえた施策展開の
位置づけ （セーフティネット、災害対応など）＊

【P3～５参照】

計画のポイント

【高知市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/60/juuseikatu.htm

l 46



・庁内検討

－他分野に跨る施策は、住宅部局が施策
案を検討し、関係部局に照会

・住宅政策の方針や施策を明確化し、
他部局や民間との連携のための説
明資料として活用

－本計画では、特に住宅セーフティネッ
トの方針を、福祉部局や民間と共有ｓ
るために活用

（１）計画の位置づけ

47

高知市 2/6

高知市住生活基本計画

・市総合計画を上位計画とし、市の関連行政計画（防災、
福祉、環境等）と連携・整合を図りながら策定

－むしろ、本計画にかぎらず、各分野の計画における施策を、
総合計画に反映している＊

・全国計画（R3）、県計画（R3)を踏まえる

・計画期間10年、任意のタイミングで見直し

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制＊

■計画の位置づけ

■例）多様な連携による居住支援や地域福祉

→住宅政策課
・高知県居住支援協議会やその会員（高知市
社会福祉協議会や不動産関係団体等）との
連携による居住支援活動の充実

・生活困窮者自立支援の推進（高知市生活支
援相談センター）、住居確保給付金，住宅扶
助費の代理納付

・地域福祉の推進（地域共生社会の実現に向
けた取組）、地域共生社会の実現に向けた
包括的な支援体制の構築、「ほおっちょけん
相談窓口」や「高知くらしつながるネット」の
取組など

・指定管理者による市営住宅の単身高齢者等
に対する安否確認や困りごとのサポート

→福祉管理課

→地域共生
社会推進課

→住宅政策課

【高知市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成

48

高知市 ３/6

特に重視する目標＊

高知市住生活基本計画

・市営住宅の再編 （基本方針１-1） ・重層的な住宅セーフティネットの構築（基本方針1-2、1-3）
・大規模災害時の住まいの確保（基本方針1-4） ・空き家対策（基本方針2-3）
・密集市街地の面的整備（基本方針3-1） ・持続可能でくらしやすいまちづくり（基本方針3-2）

【高知市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



49

高知市 4/6

・セーフティネット住宅の登録促進と経済的支援、高齢者向け住宅の供給

・多様な主体の連携による居住支援および生活支援の推進

居住支援を含めた重層的な住宅セーフティネットの構築（基本方針1-2、1-3）

基本方針1-２ 多様な居住ニーズに応じた重層的な住宅セーフティネッ
トの構築

施策① 民間賃貸住宅の活用によるセーフティネット住宅の拡大

施策② 高齢者向け住宅の供給促進

基本方針1-3 地域で安心して暮らせる住生活の支援

施策① 多様な連携による居住支援や地域福祉の推進

（３）特徴的な施策 ➀

【高知市住生活基本計画より引用】



（３）特徴的な施策 ➁
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高知市 5/6

高知市住生活基本計画

・南海トラフ地震などの大規模災害に備えた応
急仮設住宅・災害公営住宅の供給体制の整備

大規模災害時の住まいの確保（基本方針1-4）

施策① 大規模災害時の住まいの確保

【高知市住生活基本計画より引用】

・市民への啓発・情報提供や相談対応体制の構
築、不動産団体との連携等

空き家対策（基本方針2-3）

施策① 空き家の適切な管理の促進営住宅の供給



（３）特徴的な施策 ③、 （４）計画の工夫
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高知市 6/6

高知市住生活基本計画

・南海トラフ地震などの大規模災害に備えた応
急仮設住宅・災害公営住宅の供給体制の整備

密集市街地の面的整備（基本方針3-1）

施策① 密集市街地の面的整備の推進

・他分野にまたがる住宅施策は、関連計画で既
に位置付けられている施策をベースに検討＊

計画の工夫（実現性を高めるための工夫）

【高知市住生活基本計画より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

・立地適正化計画に基づいた居住誘導、都市
機能の充実による都市空間の形成

持続可能でくらしやすいまちづくり（基本方針3-2）

施策① 立地適正化計画や中心市街地活性化の推進



ひゅうが暮らし計画（前期計画） （令和4年３月）

52

日向市 １/8

【ひゅうが暮らし計画（前期計画） より引用】
https://www.hyugacity.jp/sp/display.php?cont=121030182623

・「住まい」と「居住環境・コミュニティ」に着目、名称を「ひゅうが暮らし計画」と設定 【P3参照】

・必要・緊急性が高い「福祉・防災」と「住まい」をつなぐ施策を重点施策に位置づけ 【P3参照】

計画のポイント

■計画冊子 表紙 ■ひゅうが暮らしの将来像



・政策検討チーム
－他分野にまたがる施策を検討するた
めのチーム （住宅×福祉、防災×建
築など）

－チーム設置にあたり、庁内規定を設
け、オフィシャルな組織に位置づけ

⇒政策検討チームの取組が実を結び、
計画策定後1年間で、重点施策に位
置づけた居住支援協議会を設立

設立にあたり、民間（NPO、居住支
援団体等）にヒアリング等を実施

・建築・住宅部局をはじめとした、庁
内関係職員が、住宅施策の必要性
やあり方を共有するためのツール
（虎の巻）として活用

・重点施策（福祉・防災）を強く推進
するための材料として活用 （例え
ば、予算措置に活用）

（１）計画の位置づけ

53

日向市 2/8

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

・市総合計画・戦略に位置づける「快適な住環境の整
備」を具現化するための、住宅政策の基本となる計画

・全国計画（R3）を踏まえる

・計画期間10年、概ね５年を目安に見直し
『前期計画』とすることで、『後期計画』の確実な策定を
担保＊

計画の位置づけ 計画の活用＊

検討体制＊■計画の位置づけ

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】



（２）計画構成

54

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用】

・『3つの基本目標と11項目の施策』を設定。 11項目から、必要・緊急性が高い「福祉・防
災」と「住まい」をつなぐ施策を取りだし、『2つの重点戦略と6つの重点施策』を設定

施策
体系

■3つの基本目標と11項目の施策 ■2つの重点戦略と6つの重点施策

「福祉・防災」と「住まい」をつなぐ施策を取り出し整理

日向市 3/8



（３）特徴的な施策 ➀
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日向市 ４/8

・住宅確保要配慮者の住まいの安定確保のため、居住支援協議会の設立、民間賃貸住宅の活用、
持続可能な公営住宅管理の推進に取り組む

福祉と住まいをつなぐ暮らしづくり（重点戦略１）

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

■重点施策１－１：（仮称）日向市居住支援協議会の設立

・居住支援協議会の構成メンバーは、住宅部局、福祉部局、居住支援団体、不動産関係団体

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用】



・防災・減災につながる予防的な視点で、災害発生時に備えた住宅の確保、住宅再建の体制づくり、
空き家の適正管理の促進に取り組む

災害発生時における速やかな住宅の確保（重点戦略2－１）

（３）特徴的な施策 ②

56

日向市 5/8

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

■重点施策２－1：災害発生時における速やかな住宅の確保

【応急仮設住宅や災害公営住宅の整備】
・被災者の住まいを速やかに確保できるよう、
応急仮設住宅や災害公営住宅の整備に関す
る基本的な考え方や住宅に求められる基本
性能などを定めた指針を作成。
・他都市の応急仮設住宅や災害公営住宅の供
給方策等を情報収集し、本市における供給
のあり方について検討。

【民間賃貸住宅の活用】
・災害発生時に迅速に応急借上げ住宅を提供
するため、宮崎県や不動産事業者等と連携
し、民間賃貸住宅への入居を支援。

【応急仮設住宅入居者への支援】
・応急仮設住宅の供給にあたり、高齢者世帯
や子育て世帯等へのケアサポートに配慮し
た建物の配置や機能構成となるよう、先進
事例について情報収集しながら検討

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用】



（３）特徴的な施策 ③
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日向市 6/8

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

■重点施策２－２：住宅の円滑な再建の体制づくり

【住宅被害調査の庁内体制づくり】
・被災した住宅の被害調査を迅速かつ円滑に実施
するため、関係課と連携して調査班を編成。
・訓練や調査器具の講習会などを定期的に開催。

【被害調査の円滑な実施】
・関係団体に働きかけ、被災建築物応急危険度判
定士を確保。地震により被災した建築物の危険
性の判定や、住民や歩行者の安全確保を行うこ
とで、余震等による二次災害を防止。
・住宅の被害調査を行う人材を確保するため、講
習を受けた市職員等を「（仮称）罹災調査士」とし
て認定する制度を創設。

【民間保険会社との連携】
・住宅の被害調査を行う民間保険会社と協定を締
結するなど、連携した被害調査方策について検
討。

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用】

・防災・減災につながる予防的な視点で、災害発生時に備えた住宅の確保、住宅再建の体制づくり、
空き家の適正管理の促進に取り組む

住宅の円滑な再建の体制づくり（重点戦略2－２）

■重点施策２－２：住宅の円滑な再建の体制づくり



（４）計画の工夫①
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日向市 7/8

・重点戦略ロードマップを作成し、年度ごとのスケジュールを明記

・学識経験者や関係団体など、庁内外の構成員で組織した「（仮称）日向市住生活審議会」を開催
し、計画に定めた施策や成果指標の進捗について評価・検証 ※現在、組織設置を検討中

計画の工夫（実現性を高めるための工夫）＊

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

■重点戦略ロードマップ（重点戦略１抜粋） ■計画の推進体制



（４）計画の工夫②
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日向市 8/8

・イラストを多用するなど、市民目線で分かりやすい計画をコンパクトに作成 （約40ページ）

・参考資料として、居住者のライフステージ別・住宅のライフサイクル別の施策を整理

計画の工夫（分かりやすい計画とする工夫）

ひゅうが暮らし計画（前期計画）

【ひゅうが暮らし計画（前期計画）より引用。＊は市担当者ヒアリングによる補足】

■目次 ■居住者のライフステージ別・住宅のライフサイクル別の施策


